
 

税
金
の
お
知
ら
せ 

  

国
お
よ
び
地
方
を
通
じ
た
自
動
車
関
連
税

制
の
見
直
し
に
伴
い
、軽
自
動
車
税
の
税
率

が
改
正
さ
れ
ま
す
。 

原
動
機
付
自
転
車
お
よ
び
２
輪
車
等 

平
成
２８
年
度
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
さ
れ

ま
す
。 

 
              
      ３

輪
お
よ
び
４
輪
以
上
の
軽
自
動
車 

・
平
成
２７
年
３
月
３１
日
以
前
に
最
初
の
新
規

検
査
を
受
け
た（
初
年
度
登
録
を
し
た
）車

両
は
現
行
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。 

・
平
成
２７
年
４
月
１
日
以
後
に
最
初
の
新
規

検
査
を
受
け
る
車
両
か
ら
新
税
率
が
適
用

さ
れ
ま
す
。 

・
最
初
の
新
規
検
査
か
ら
１３
年
を
経
過
し
た

車
両
は
、グ
リ
ー
ン
化
を
進
め
る
観
点
か

ら
重
課
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。（
平
成
２８

年
度
は
、平
成
１４
年
以
前
に
最
初
の
新
規

検
査
を
受
け
た
車
両
が
対
象
に
な
り
ま

す
） 

グ
リ
ー
ン
化
特
例（
軽
課
）の
導
入 

平
成
２７
年
度
に
最
初
の
新
規
検
査
を
受
け

た
３
輪
お
よ
び
４
輪
以
上
の
軽
自
動
車（
新

車
に
限
る
）で
、排
出
ガ
ス
性
能
お
よ
び
燃
費

性
能
の
優
れ
た
環
境
負
荷
の
小
さ
い
も
の
に

つ
い
て
、平
成
２８
年
度
課
税
時
に
グ
リ
ー
ン
化

特
例（
軽
課
）が
適
用
さ
れ
ま
す
。 

・
車
両
取
得
期
間
　
平
成
２７
年
４
月
１
日
か

ら
平
成
２８
年
３
月
３１
日
ま
で 

・
対
象
車
お
よ
び
内
容
　
左
表
の
と
お
り 

問
合
　
税
務
課
市
民
税
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
０
１
〜 

　
　
　
２
２
０
４ 

  

区　　分 

５０㏄以下 

５０㏄超９０㏄以下 

９０㏄超１２５㏄以下 

ミニカー 

農耕作業用 

２輪の小型自動車(２５０㏄超)

ボートトレーラー 

２輪の軽自動車(１２５㏄超２５０㏄以下)

原動機付自転車 

小型特殊自動車 
その他 

平成２７年度まで(年額) 平成２８年度から(年額)

１,０００円 

１,２００円 

１,６００円 

２,５００円 

２,４００円 

４,０００円 

１,６００円 

４,７００円 

２,４００円 

２,０００円 

２,０００円 

２,４００円 

３,７００円 

３,６００円 

６,０００円 

２,４００円 

５,９００円 

３,６００円 

区　　分 
現行税率 
(年額)

乗　用 

貨物用 

３　輪 

４輪以上 

３,１００円 

７,２００円 

５,５００円 

４,０００円 

３,０００円 

自家用 

営業用 

自家用 

営業用 

新税率 
(年額)

重課税率 
(年額)

３,９００円 

１０,８００円 

６,９００円 

５,０００円 

３,８００円 

４,６００円 

１２,９００円 

８,２００円 

６,０００円 

４,５００円 

区　　分 
標準税率 
（年額） 

乗　用 

貨物用 

３　輪 

４輪以上 

３,０００円 

８,１００円 

５,２００円 

３,８００円 

２,９００円 

３,９００円 

１０,８００円 

６,９００円 

５,０００円 

３,８００円 

自家用 

営業用 

自家用 

営業用 

軽課税率（年額） 

概ね２５％軽減 概ね５０％軽減 概ね７５％軽減 

２,０００円 

５,４００円 

３,５００円 

２,５００円 

１,９００円 

１,０００円 

２,７００円 

１,８００円 

１,３００円 

１,０００円 

対　　象　　車 内　　容 

軽
乗
用 

軽
貨
物 

電気自動車 
燃料電池自動車 
天然ガス自動車 
（平成２１年排出ガス規制１０％以上低減） 

電気自動車 
燃料電池自動車 
天然ガス自動車 
（平成２１年排出ガス規制１０％以上低減） 

税率を概ね７５％軽減 

ガソリン車 
（ハイブリッド車含む） 

ガソリン車 
（ハイブリッド車含む） 

平成３２年度燃費基準＋２０％達成 
平成３２年度燃費基準達成 

税率を概ね５０％軽減 
税率を概ね２５％軽減 

税率を概ね７５％軽減 

税率を概ね５０％軽減 
税率を概ね２５％軽減 

平成２７年度燃費基準＋３５％達成 
平成２７年度燃費基準＋１５％達成 

税
金
の
お
知
ら
せ 

軽
自
動
車
税
の
税
率
改
正
 

「市政のひろば」つしま2016.3 ４ 



   
軽
自
動
車
税
は
、毎
年
４
月
１
日
現
在
に

原
動
機
付
自
転
車
や
軽
自
動
車
な
ど
を
所
有

し
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ
、そ
の
年
の
５
月
に

納
税
通
知
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
名
義
変
更

や
廃
車
の
届
け
出
を
し
て
い
な
い
方
は
お
早

め
に
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。
な
お
、例
年
３
月

末
は
窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、３
月

中
旬
ま
で
に
お
手
続
き
い
た
だ
く
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。 

届
け
出
の
窓
口
は
、車
種
や
管
轄
区
域
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。 

な
お
、軽
自
動
車
の
名
義
変
更
、廃
車
な
ど

の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、軽
自
動
車
検
査
協
会

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。 

　h
ttp
://w

w
w
.ke
ike
n
kyo
.o
r.jp
 

問
合
　
税
務
課
市
民
税
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
０
１
〜
２
２
０
４ 

   

所
有
す
る
土
地
・
家
屋
の
価
格
等
と
、市
内

に
あ
る
土
地
・
家
屋
の
価
格
等
を
ご
覧
い
た

だ
き
、比
較
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

日
時
　
４
月
１
日

〜
５
月
２
日

（
市
役

所
閉
庁
日
は
除
く
） 

　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分 

　（
水
曜
日
は
、午
後
７
時
ま
で
） 

場
所
　
税
務
課（
市
役
所
２
階
） 

手
数
料
　
無
料 

対
象
　
市
内
に
固
定
資
産
税
を
納
税
す
べ
き

土
地
・
家
屋
を
所
有
し
て
い
る
方
ま
た
は

同
居
の
家
族 

持
ち
物
　
本
人
確
認
の
た
め
次
の
い
ず
れ
か

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。 

①
個
人
番
号
カ
ー
ド（
写
真
付
）、住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド（
写
真
付
）、運
転
免
許
証
、パ

ス
ポ
ー
ト
、在
留
カ
ー
ド
、特
別
永
住
者
証

明
書
、官
公
署
が
発
行
し
た
免
許
証
、許
可

証
、資
格
証
明
書
等（
本
人
の
写
真
が
貼
付

さ
れ
た
も
の
に
限
る
） 

②
前
記
①
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、健
康
保

険
証
、年
金
証
書
等 

※
対
象
者
以
外
の
方
は
、対
象
者
の
委
任
状

が
必
要
で
す
。 

そ
の
他
　
電
話
で
の
縦
覧
帳
簿
記
載
内
容
に

関
す
る
問
い
合
わ
せ
に
は
、お
答
え
で
き
ま

せ
ん
。
税
務
課
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ

い
。
な
お
、縦
覧
帳
簿
の
コ
ピ
ー
は
で
き
ま

せ
ん
。 

  

固
定
資
産
（
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
）
課
税

台
帳
の
閲
覧
及
び
証
明
書
の
交
付 

日
時
　
市
役
所
閉
庁
日
は
除
く
、午
前
８
時

３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分（
水
曜
日
は
、午
後

７
時
ま
で
） 

※
平
成
２８
年
度
分
は
、４
月
１
日

以
降 

場
所
　
税
務
課（
市
役
所
２
階
） 

手
数
料
　
台
帳
の
閲
覧
は
有
料（
た
だ
し
、平

成
２８
年
度
分
に
つ
い
て
は
、縦
覧
期
間
中
は

無
料
）、証
明
書
交
付
は
有
料 

対
象
　
次
に
該
当
す
る
方 

・
市
内
に
土
地
や
家
屋
を
所
有
し
て
い
る
方

ま
た
は
同
居
の
家
族 

・
借
地
・
借
家
人
な
ど 

持
ち
物
　
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の

縦
覧
に
同
じ 

※
借
地
・
借
家
人
の
方
は
、①
②
以
外
に
権
利

関
係
が
明
ら
か
に
な
る
も
の（
賃
貸
契
約

書
等
）を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

※
対
象
者
以
外
の
方
は
、対
象
者
の
委
任
状

が
必
要
で
す
。 

そ
の
他
　
電
話
で
の
課
税
台
帳
記
載
内
容
に

関
す
る
問
い
合
わ
せ
に
は
、お
答
え
で
き
ま

せ
ん
。
税
務
課
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ

い
。 

問
合
　
税
務
課
固
定
資
産
税
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
０
５
〜
２
２
０
８ 

     

固
定
資
産
税
は
、毎
年
１
月
１
日
を
賦
課

期
日
と
し
て
課
税
し
ま
す
。 

そ
の
た
め
、賦
課
期
日
ま
で
に
家
屋
の
取

り
壊
し
や
新
増
築
、未
登
記
家
屋
の
名
義
変

更
、土
地
の
利
用
状
況
の
変
更
な
ど
を
さ
れ

た
場
合
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

問
合
　
税
務
課
固
定
資
産
税
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
０
５
〜 

　
　
　
２
２
０
８ 

 

軽
自
動
車
な
ど
の
名
義
変
更
及
び
 

廃
車
の
届
け
出
 

平
成
２８
年
度
固
定
資
産
税
に
関
す
る
 

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
 

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
 

家
屋
の
取
り
壊
し
、新
増
築
、 

未
登
記
家
屋
の
名
義
変
更
、 

土
地
の
利
用
状
況
変
更
な
ど
 

 

車　種 届け出先（※は名古屋ナンバーの場合） 

原動機付自転車、 
小型特殊自動車、 
ミニカー　など 

税務課市民税Ｇ（内線２２０１～２２０４） 
または新住所地（定置場）の市町村役場 
 

軽自動車二輪 
（排気量１２５㏄超 
２５０㏄以下） 
 

※愛知県軽自動車協会 
（名古屋市港区） 
1０５２－６５９－１０４０ 
 

二輪の小型自動車 
（排気量２５０㏄超） 

※愛知運輸支局 
（名古屋市中川区） 
1０５０－５５４０－２０４６ 

軽自動車三輪・ 
四輪など 

※軽自動車検査協会 
愛知主管事務所（名古屋市港区） 
1０５０－３８１６－１７７０ 

税
金
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
 

固
定
資
産（
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
） 

課
税
台
帳
の
閲
覧
及
び
証
明
書
の
交
付 

  

市
で
は
、度
重
な
る
催
告
に
も
か
か
わ
ら

ず
納
税
さ
れ
な
い
方
に
対
し
て
、滞
納
処
分

を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
滞
納
処
分
は
、正

し
く
納
税
さ
れ
た
方
と
の
間
に
不
公
平
が
生

じ
な
い
よ
う
、給
与
、預
貯
金
、不
動
産
等
を

差
し
押
さ
え
る
も
の
で
す
。 

税
金
の
納
め
忘
れ
が
な
い
か
、今
一
度
お

確
か
め
く
だ
さ
い
。 

納
税
相
談
を
随
時
行
っ
て
い
ま
す 

納
期
限
ま
で
に
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、

必
ず
収
納
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。 

毎
週
水
曜
日
は
、窓
口
を
午
後
７
時
ま
で

延
長
し
て
い
ま
す
。
仕
事
な
ど
で
昼
間
に
来

庁
で
き
な
い
方
は
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

市
税
な
ど
の
納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
で 

口
座
振
替
を
利
用
す
れ
ば
、納
付
忘
れ
を

防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、現
金
を
持
ち

歩
く
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
安
全
で
す
。 

申
し
込
み
手
続
き
な
ど
は
、２０
ペ
ー
ジ
の「
今

月
の
市
税
や
料
金
な
ど
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

問
合
　
収
納
課 

　
　
　
内
線
２
２
１
１
〜
２
２
１
８ 
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子ども医療費助成制度の申請 

国民健康保険のお知らせ 

市民税の所得割が５万円以下の家庭を対象に、年齢を
１８歳まで拡大した子ども医療費助成制度を実施してい
ます。 
４月から小学４年生になるお子さんは、３月３１日で子ど
も医療費受給者証の有効期限が切れますが、所得要件
に該当する方は、新たに申請して受給者証の交付を受け
れば、引き続き制度をご利用いただけます。 
対象年齢のお子さんの家庭には既にご案内していま

すが、所得要件等に該当する方で申請がまだの方は早急
に申請してください。 

問合　保険年金課医療・年金Ｇ 
　　　内線２１２３・２１２４ 
 

加入・脱退の届け出 
・就職・退職等をしたときは、必ず１４日以内に届け出をし
てください。 
・加入の届け出が遅れた場合、国民健康保険の資格を取
得した月まで遡って国民健康保険税を納めることになり、
その間に掛かった医療費も、全額自己負担になります。 

・他の健康保険に加入後、国民健康保険証で診療を受け
た場合、医療費を後日返還していただくことがあります。 
届け出の種別・持ち物　下表のとおり 

仮徴収額決定通知書の発送 
国民健康保険税が年金から天引きされている方には、「平

成２８年度国民健康保険税仮徴収額決定通知書」を３月下
旬に発送します。２月に年金から天引きされた税額と同じ
額が、４月・６月・８月に天引きされます。 
ただし、一部の方は年金天引きされない場合があります。 
問合　保険年金課国民健康保険Ｇ 
　　　内線２１２５～２１２９ 
 

加入・脱退の届け出 仮徴収額決定通知書の発送 

※平成２８年１月以降の届出には個人番号（マイナンバー）の記載が必要になります。  ※高齢受給者証は、お持ちの方のみ持参してください。 

すべての手続きに共通して必要なもの 手続きに必要なもの こんなとき 

世帯主および届出対象者の個人
番号（マイナンバー）が確認でき
る次のいずれか 
 
・個人番号カード 
・個人番号通知カードと顔写真付
きの身元確認書類 
・個人番号が記載された住民票
と顔写真付きの身元確認書類 
 
※顔写真付きの身元確認書類が
ない場合は下記のいずれか２点
が必要 
 
・住基カード（顔写真なし） 
・医療保険証 
・年金手帳、年金証書 
・介護保険証 
・各種医療受給者証　など 

津島市へ転入したとき 
子供が生まれたとき 

退職等により社会保険や共済組合
等から脱退したとき 

社会保険や共済組合などの被扶
養者でなくなったとき 

生活保護を受けなくなったとき 
津島市から転出するとき 
死亡したとき 

就職等により社会保険や共済組合
等に加入したとき 

社会保険や共済組合等の被扶養
者となったとき 

生活保護を受け始めたとき 

市内転居したとき 
世帯主が変わったとき 

被保険者証や高齢受給者証を紛失、
汚損したとき 

国民健康保険の加入者が修学の
ため津島市から転出したとき 

交通事故の治療に国民健康保険
を使うとき 

社会保険資格などが喪失した事
実を証明する書類（健康保険資格
喪失連絡票など） 

生活保護廃止決定通知書 

国民健康保険被保険者証 

国民健康保険被保険者証 

在学証明書または学生証 

・国民健康保険被保険者証 
・社会保険資格を取得した事実
を証明する書類（社会保険など
の被保険者証、健康保険資格取
得連絡票など） 

・国民健康保険被保険者証 
・生活保護開始決定通知書 

・印鑑 
・交通事故証明書 

そ
の
他
 

国
保
を
脱
退
す
る
と
き
 

国
保
に
加
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す
る
と
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